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被害者の心(ハ}ト)に寄り添う相

話が開設されました。

相談時間は、平日の午前8時� 

30分から午後� 5時� 15分までです。� 

※ 電話回線により繋がらない場合は、� 

048・864・1761へおかけ下さい

回覧広報紙

平虞29年9月21日;から80日まで

自転車の安全な利用をお願いします
①自転車は車道が原則!

歩道は例外 自転車は、道路交通

上「車両Jの一種です。

②車道は左側を通行!

③歩道は歩行者優先で!

車道寄りを徐行、自転車は歩道で 

は直ぐに停止できる速度で走行し、

歩行者の通行を妨げる場合は、一時
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県警では、犯罪などによる被害の未然防止に関する相

談や、県民生活の安全と平穏に関する相談窓口を警察本

部及び県内の各警察署に開設しています。受付時間は、

土日・祝日・年末年始を除く、月曜日から金曜日の午前� 

8時� 30分から午後� 5時� 15分までです。

察本部(けいさつ総合相談センタ』
 
O 相談専用電話
 

8048-822-9110 

O 短縮ダイヤル� 

#9110 (ダイヤル回線、及び一部の� 

1P 電話不可 -~~
・岩槻警察署�  8048ー757-0110ごv 


